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子ども健やかに・・・ 

   働くお母さんを応援します 

４月 ◎入園・進級の日  

新入園児歓迎会 

５月 ◎親子ふれあい運動会 

６月 カレーライスパーティー 

７月 七夕会  水遊び 

８月 おまつりごっこ 

９月 防災訓練  祖父母と遊ぼう 

１０月 ◎地区体育祭   

秋の遠足  いもほり 焼きいも会 

１１月 七五三参り  

１２月 ◎生活発表会 ふれあい保育参観  

クリスマス会 

  １月 お正月遊び 

  ２月 節分（豆まき） 

  ３月 ひな祭り  春の遠足 

     お別れ会  ◎卒園式・修了の日 

毎月、避難訓練、交通指導があります 

誕生日会は随時行います 

◎印は保護者参加の行事です 

医務室

主な年間行事予定
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２歳児おやつ
２・３歳児午睡 

夏期：４・５歳児午睡

子どもの生活

ＱＲコードからスマホでも 

パンフレットが見えます 

※普段は異年齢で生活しています。



働くお母さんを支援し、就学前の子ども

を保育するところです。 

保護者にかわって子どもたちを健やかに

安定した気持ちで過ごせるようにしてい

ます。 

○開所年月日 

  昭和４８年４月１日 

○保育について 

 ・対象年齢 ２歳～５歳 

 ・園児定員 ３０名 

 ・開所時間 

   月曜日～金曜日 ８時～１６時 

   土曜日     ８時～１２時 

   土曜日（延長）１２時～１３時 

○職員構成 

  所   長    １名 

    所長 代理    １名 

  主任保育士    １名 

  保 育 士    ２名 

  調 理 員    ２名(会計年度任用職員含)

○年齢別在籍児童（令和７年４月1日現在） 

  ２歳児     ２人 

３歳児     ６人 

  ４歳児     ５人 

  ５歳児     ５人   計１８人 

保育所は 

・健康で丈夫な体の子ども 

・挨拶のしっかりできる子ども 

・人の話がよく聞ける子ども 

・友だちに思いやりの心がもてる子ども 

・良いこと悪いことの区別ができる子ども 

・食事やおやつが楽しんで食べられる子ども 

・自分のことは自分でできる子ども 

○地域交流事業 

・中学生との交流

・敬老会参加 

・地区体育祭参加 

・保育士によるちびっこ広場支援 

○子育て相談 

保育所に通所している児童の家庭だけでなく 

地域の子育て、家庭の育児についての悩み、 

不安等の相談を行っています。 

【相談内容】  

保育所入所、子育てに対する相談 

【相談方法】  

電話での相談及び来所による相談 

＊ 来所による相談は事前に 

連絡をしてください。 

○苦情受付 

より良い保育を実施するために保護者からの 

 相談（苦情）に適切に対応する体制を整えて

います。 

  苦情解決責任者   ・・・保育所長 

  受付担当者     ・・・所長代理 

  相談員（第３者委員）・・・主任児童委員 

＊お気軽にご相談ください。 

○園庭開放 

保育所に入る前のお子さんに遊びの場を提

供できるよう園庭を開放しています。保護者

の方の子育ての情報交換の場としてもご利

用ください。 

６月～２月 毎月第１・３月曜日 

９時～１０時３０分 

※開放日が祝日の場合は翌平日が開放日となります。 

○現在を最もよく生き、望ましい未来を 
作り出す力の基礎を培う 

○心身ともにたくましく、よく遊ぶ子ども

保 育 目 標 

こんな保育もしています保 育 方 針 

○豊かな人間性をもった子どもを育てる 

・一人一人の子どもに丁寧に関わり、安定 

して過ごせるように環境を豊かに整える 

・子どもの発達をふまえ、一人一人に合った

援助指導をし、心情・意欲・態度を養う 

・家庭との連携を密にし、保護者との信頼関

係を築いていく 


